
研
究
論
文室

町
時
代
に
お
け
る
高
階
隆
兼
の
伝
説
形
成

は
じ
め
に

室
町
後
期
を
代
表
す
る
文
化
人
、
三
条
西
実
隆
　
（
一
四
五
五
～
一
五
三
七
）

の
日
記
、
『
実
隆
公
記
』
　
に
は
中
世
の
絵
画
に
関
す
る
記
事
や
、
絵
師
土
佐
光

信
と
の
交
流
な
ど
が
生
き
生
き
と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
同
記
文
亀
元
年
　
（
一
五

〇
」
）
　
九
月
十
八
日
条
に
は
、
「
画
所
預
土
左
刑
部
少
輔
光
信
来
、
北
野
社
本

地
絵
先
年
紛
失
、
今
度
吋
新
図
、
件
里
量
目
大
底
出
現
、
（
中
略
）
　
其
次
春
日
縁

起
絵
下
書
高
兼
感
神
霊
之
告
之
事
等
相
語
、
有
興
、
」
と
あ
っ
て
、
実
隆
と
光

信
が
、
鎌
倉
時
代
に
活
躍
し
た
絵
師
高
階
隆
兼
の
描
い
た
　
「
春
日
権
現
験
記

絵
巻
」
　
の
　
「
下
書
」
　
（
下
描
き
）
　
に
つ
い
て
談
じ
合
っ
た
こ
と
を
知
る
。
光
信

は
、
隆
兼
が
「
春
日
験
記
絵
」
　
の
制
作
に
あ
た
っ
て
　
「
神
霊
之
告
」
を
感
じ
た

と
い
う
逸
話
を
実
隆
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
実
隆
が
　
「
有
興
」
と
記
し
た
会
話

の
、
こ
れ
以
上
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
光
信
の
周
辺
に
お
い
て
、
隆
兼
の

高
度
な
画
技
が
一
種
の
霊
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。
神
の
業
を
も
つ
絵
師
、
高
階
隆
兼
の
伝
説
は
室
町
時
代
に
お
い

て
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
主
と
し
て
文
献
史
料
か
ら
考
察
す
る
。

高
　
岸

一
．
高
階
隆
兼
の
活
動
と
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」
の
制
作
・
奉
納

現
在
、
高
階
隆
兼
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
最
も
著
名
に
し
て
最
高
の
技
量
を

も
っ
た
絵
師
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
存
作
例
と
し
て
は
、
「
春
日
権
現
験
記

絵
巻
」
　
（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）
、
「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
（
藤
田
美
術
館
蔵
）
、

「
春
日
明
神
影
向
図
」
　
（
同
）
　
が
あ
り
、
そ
の
堅
固
に
構
築
さ
れ
た
画
面
と
豊
麗

な
彩
色
、
生
彩
に
富
む
人
物
描
写
は
、
平
安
末
期
、
後
白
河
院
周
辺
で
活
躍
し

た
常
磐
光
長
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
当
代
随
一
の
正
統
性
を
示
す
も
の
と

称
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
存
史
料
か
ら
、
下
記
の
よ
う
な
隆
兼
の
活
動
の
輪

郭
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

1
嘉
元
三
年
　
（
一
三
〇
五
）
、
「
会
所
隆
兼
」
、
「
河
内
国
天
野
柚
免
田
十
五

町
年
貢
比
　
（
檜
）
　
曽
」
を
相
伝
す
る
。
（
『
九
条
家
文
書
　
（
摂
録
涯
荘
目

録）』）

2
延
慶
二
年
　
（
一
三
〇
九
）
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
　
「
左
近
大
夫
将
監
高
階
隆

兼
絵
所
析
」
、
「
春
日
験
記
絵
」
の
制
作
を
開
始
す
る
か
。
（
附
属
目
録
）



3
正
和
元
年
　
（
一
三
一
二
）
、
「
絵
所
隆
兼
」
、
「
春
日
大
明
神
影
向
図
」
　
（
藤

田
美
術
館
蔵
）
　
を
描
く
。
（
銘
）

4
正
和
四
年
　
（
一
三
一
五
）
、
「
隆
兼
」
、
後
伏
見
院
寄
進
の
　
「
日
吉
七
社
神

輿
」
　
に
描
く
。
（
『
公
衡
公
記
』
　
同
年
四
月
二
十
四
日
条
）

5
元
応
二
年
　
（
一
三
二
〇
）
、
「
隆
兼
」
、
花
園
院
辰
筆
の
　
「
普
賢
菩
薩
像
」

の
裏
を
押
す
。
（
『
花
園
院
辰
記
』
　
同
年
五
月
十
九
日
条
）

6
元
亨
元
年
　
（
一
三
二
一
）
、
「
隆
兼
」
、
花
園
院
の
命
に
よ
り
、
金
岡
筆

「
愛
染
明
王
像
」
を
写
す
。
（
『
花
園
院
哀
記
』
　
同
年
三
月
四
日
条
）

7
元
徳
二
年
　
（
一
三
三
〇
）
、
「
絵
所
預
　
（
隆
兼
カ
）
」
、
藤
原
為
信
筆
「
文
永

十
一
年
賀
茂
草
子
」
を
写
す
。
（
『
考
古
画
譜
』
）

元
徳
二
年
以
降
の
隆
兼
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
が
、
翌
年
の
光
厳
天
皇
即
位

に
際
し
後
継
者
と
み
ら
れ
る
隆
継
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

期
に
は
第
一
線
を
退
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
後
、
隆
兼
の
名
前
を
史

料
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
由
と
し
て
、
南
北
朝
の
動
乱
期
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
絵
画
に
つ
い
て
飴
舌
に
語
る
史
料
に
恵
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
隆
兼
は
活
動
終
了
後
、
直
ち
に
伝
説
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

よ
う
だ
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
隆
継
の
後
、
高
階
姓
を
称
す
る
絵
師
が
活
躍

し
た
と
い
う
記
録
が
な
く
、
藤
原
姓
の
別
系
統
の
絵
師
へ
と
絵
所
預
の
職
が
移

っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
元
徳
二
年
　
二
三

三
〇
）
　
に
姿
を
消
し
た
後
、
お
よ
そ
百
年
余
り
の
時
を
経
て
、
隆
兼
の
名
は
再

び
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

伏
見
宮
貞
成
親
王
　
（
一
三
七
二
～
一
四
五
六
）
　
の
日
記
　
『
看
聞
日
記
』
　
は
、

古
代
・
中
世
絵
画
に
関
す
る
豊
富
な
記
事
の
存
在
で
知
ら
れ
る
。
同
記
永
享
十

年
　
（
一
四
三
八
）
　
二
月
二
十
七
日
条
に
は
、
「
抑
鳴
滝
殿
御
絵
春
日
御
縁
起
中

書
一
合
即
借
給
、

拝
見
殊
勝
也
、
件
御
絵
萩
原
殿
御
物
也
、
往
昔
伏
見
殿
暫
預

す
き

申
、
再
会
不
思
儀
也
、
此
絵
正
本
春
日
社
被
奉
納
、
先
年
鹿
苑
院
殿
絵
合
之
時
、

自
社
頭
被
出
了
、
共
時
拝
見
了
、
絵
所
預
隆
兼
吉
之
、
名
筆
也
、
竹
内
左
大
臣

仕
立
願
新
調
、
春
日
社
被
奉
納
、
其
中
書
也
、
難
濃
萩
原
殿
御
相
伝
欺
、
伍
鳴

滝
殿
被
預
中
也
、
」
、
翌
日
条
に
は
　
「
春
日
御
絵
、
女
中
拝
見
、
詞
読
之
、
」
と

あ
っ
て
、
高
階
隆
兼
と
　
「
春
日
験
記
絵
」
　
に
関
す
る
重
要
な
証
言
が
含
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
記
事
を
以
下
の
三
つ
の
角
度
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。

第
一
は
、
傍
線
①
で
示
し
た
　
「
春
日
験
記
絵
」
正
本
の
制
作
及
び
奉
納
の
事

情
で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
和
田
英
松
氏
　
に
よ
る
古
典
的
学
説
が

あ
り
、
さ
ら
に
近
年
、
末
柄
豊
氏
　
に
よ
り
新
史
料
と
と
も
に
提
示
さ
れ
た
見

解
が
あ
る
。
本
章
で
そ
の
概
略
を
紹
介
す
る
。
第
二
に
、
傍
線
②
が
示
す
足
利

義
満
　
（
鹿
苑
院
殿
）
　
の
絵
合
に
「
春
日
験
記
絵
」
正
本
が
出
品
さ
れ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
第
二
章
で
詳
細
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
第
三
と
し
て
、
傍
線
③

の
部
分
に
記
さ
れ
た
「
春
日
験
記
絵
」
中
書
　
（
下
描
か
ら
完
成
作
に
至
る
中
間

段
階
の
画
稿
）
　
の
伝
来
に
つ
い
て
、
第
三
章
で
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

2

高
階
隆
兼
の
代
表
作
「
春
日
験
記
絵
」
　
に
附
属
す
る
目
録
に
は
、
下
記
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

絵
　
左
近
大
夫
将
監
高
階
隆
兼
絵
所
研

詞
　
前
関
白
父
子
四
人
、
敬
神
之
志
懇
切
之
余
、
為
結
縁
不
吋
交
他
筆
之
由

所
被
約
諾
也
、
於
篇
目
者
、
覚
円
法
印
注
出
之
、
且
相
談
両
大
僧
正
詐
‥

L
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余
棄
藤
門
之
末
葉
、
専
仰
当
社
之
擁
護
、
不
耐
敬
神
之
懇
志
、
為
増
諸
人
之

仰
信
、
大
概
類
集
之
、
逐
猶
切
瑳
、
重
可
書
加
者
也
、
凡
企
此
懇
志
之
後
、

家
門
触
事
有
吉
祥
、
愛
知
、
相
叶
祖
神
之
冥
慮
欺
、
後
輩
弥
可
抽
敬
信
之
誠

而
己
、延

慶
二
年
三
月
　
日

（
　
西
　
刷
　
上
り
　
公
　
衡
　
）

左
大
臣
藤
原
朝
臣
　
（
花
押
）

こ
の
記
載
か
ら
、
和
田
氏
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
見
解
で
は
、
「
春
日
験
記

絵
」
は
西
園
寺
公
衡
の
注
文
に
よ
り
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
　
に
完
成
し
、
た

だ
ち
に
春
日
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
末
柄
氏

は
絵
巻
の
伝
来
に
関
す
る
二
点
の
新
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
点
目
は
『
福

智
院
家
文
書
』
　
（
興
福
寺
大
乗
院
旧
蔵
史
料
の
一
部
）
　
に
含
ま
れ
て
い
る
　
『
正

和
四
年
院
最
勝
講
記
』
　
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
正
和
四
年
　
（
一
三
一
五
）
　
に
お
け

る
興
福
寺
東
北
院
院
主
覚
円
と
同
大
来
院
門
跡
尋
覚
と
の
間
で
の
「
春
日
験
記

絵
」
の
遣
り
取
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
絵
巻
の
伝
来
を
示
す
最
古
の

史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
覚
円
は
絵
巻
発
願
者
で
あ
る
西
園
寺
公
衛
の
実
弟

に
あ
た
る
人
物
で
あ
り
、
前
掲
の
目
録
に
名
前
が
あ
る
よ
う
に
絵
巻
の
制
作
に

も
深
く
関
与
し
た
。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
「
春
日
験
記
絵
」
は
京
都
北
山

に
あ
っ
た
西
園
寺
家
の
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
上
京
中
の
尋
覚
に
対
す
る

絵
巻
閲
覧
の
仲
介
を
覚
円
が
行
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
「
春
日
験

記
絵
」
は
正
和
四
年
の
時
点
に
お
い
て
公
衛
の
手
許
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
二
点
目
の
史
料
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
大
乗
院
文
書
』
　
に
含

ま
れ
る
暦
応
四
年
（
二
二
四
一
）
　
の
　
『
三
箇
御
願
料
所
等
指
事
』
か
ら
は
、
正

和
四
年
の
公
衡
没
後
、
絵
巻
は
覚
円
が
相
承
し
、
ほ
ど
な
く
春
日
社
に
奉
納
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
史
料
に
は
、
「
正
和
以
前
」
に
は
絵
巻
が
完

成
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

二
点
の
新
史
料
に
よ
っ
て
「
春
日
験
記
絵
」
　
の
奉
納
を
め
ぐ
る
事
情
が
明
確

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
未
柄
氏
は
絵
巻
附
属
目
録
を
読
み
直
す
。
そ
の
結
果
、

こ
れ
は
延
慶
二
年
三
月
に
お
け
る
絵
巻
の
完
成
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
概
ね

の
篇
H
が
確
定
し
、
前
関
白
父
子
凹
名
に
よ
る
詞
書
染
筆
の
約
諾
を
得
て
、
こ

れ
か
ら
清
書
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
高
階
隆
兼
に
よ
る
「
春
日
験
記
絵
」
　
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
も
、
延
慶

二
年
（
一
三
〇
九
）
　
か
ら
正
和
年
間
（
一
三
二
一
～
一
七
）
　
以
前
、
さ
ら
に
絞

れ
ば
公
衛
の
没
す
る
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
　
以
前
、
と
い
う
幅
を
も
っ
て
考

え
る
必
要
が
で
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
．
足
利
義
満
の
絵
合
と
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」

『
看
聞
日
記
』
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
　
二
月
二
十
七
日
条
に
記
さ
れ
た
、

足
利
義
満
　
（
一
三
五
八
～
一
四
〇
八
）
　
の
絵
合
　
は
、
お
そ
ら
く
応
永
五
年

二
三
九
八
）
　
ご
ろ
か
ら
義
満
の
没
す
る
応
永
十
五
年
ま
で
の
間
に
、
そ
の

「
院
政
」
　
の
舞
台
と
な
っ
た
北
山
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
絵
合

と
は
、
宮
中
で
行
わ
れ
た
催
し
の
ひ
と
つ
で
、
左
右
二
組
に
分
か
れ
て
、
古
い

絵
巻
や
新
た
に
制
作
さ
せ
た
絵
巻
の
優
劣
を
競
い
合
う
も
の
で
あ
る
。
平
安
後

期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
何
度
か
行
わ
れ
た
記
録
が
存
在
す
る
が
、
最
も
有

名
な
の
は
　
『
源
氏
物
語
』
　
の
一
章
と
し
て
措
か
れ
た
架
空
の
絵
合
で
あ
る
。
こ

の
中
で
、
冷
泉
帝
の
寵
愛
を
競
う
斎
宮
（
梅
壷
）
女
御
と
弘
徽
殿
女
御
が
そ
れ

ぞ
れ
左
方
・
右
方
に
分
か
れ
、
絵
巻
を
収
集
・
新
造
し
勝
負
し
た
。
光
源
氏
は

右
方
に
つ
き
、
彼
の
須
磨
流
離
を
措
い
た
「
須
磨
の
巻
」
　
の
提
出
に
よ
っ
て
勝

3



負
は
決
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
絵
合
の
参
加
者
白
身
の
経
験
を
描
い
た

絵
巻
が
勝
利
を
決
め
た
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
義
満
の
政
治
が
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
　
『
源
氏
物
語
』
　
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
が
、
近
年
、
文
学
や
歴

史
学
の
分
野
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
冷
泉
帝
の
父
で
太
上
天
皇
と
し
て

過
さ
れ
た
光
源
氏
が
、
後
小
松
天
皇
の
　
「
准
父
」
　
と
し
て
振
舞
っ
た
義
満
の
先

例
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
　
「
源
氏
物
語
準
拠
政
治
」
　
の
一
環
と
し

て
、
華
や
か
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
が
絵
合
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
春
日
験
記
絵
」

が
出
品
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

義
満
の
絵
合
は
、
周
到
に
計
算
さ
れ
尽
く
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の

特
徴
や
意
義
は
四
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
義
満
の

南
都
対
策
の
集
大
成
と
し
て
、
第
二
に
北
山
殿
が
　
『
源
氏
物
語
』
　
の
聖
地
で
あ

る
こ
と
の
ア
ピ
ー
ル
お
よ
び
、
西
園
寺
家
故
地
へ
の
「
春
日
験
記
絵
」
の
帰
還
、

第
三
に
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
光
源
氏
の
再
来
と
し
て
の
義
満
イ
メ
ー
ジ
の
形

成
、
そ
し
て
第
四
に
室
町
殿
　
（
足
利
将
軍
家
）
　
絵
巻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
拡
充
で

あ
る
。第

一
の
点
。
中
世
の
南
都
は
、
興
福
寺
と
い
う
大
寺
院
が
世
俗
の
領
主
も
兼

ね
て
お
り
、
室
町
幕
府
も
容
易
に
は
支
配
下
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
一

大
勢
力
で
あ
っ
た
。
義
満
は
、
建
物
の
造
営
な
ど
に
積
極
的
に
協
力
し
、
興
福

寺
と
南
都
の
支
配
を
進
め
て
い
っ
た
。
興
福
寺
膝
下
に
あ
る
春
日
社
の
最
も

重
要
な
絵
巻
が
、
京
都
で
義
満
が
催
し
た
絵
合
に
運
ば
れ
た
こ
と
は
、
幕
府
権

力
が
南
都
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
最
高
の
ア
ピ
ー
ル
と
な
る
の
で
あ

る
。第

二
の
点
。
京
都
の
北
部
に
あ
る
北
山
は
、
『
源
氏
物
語
』
　
の
中
で
光
源
氏

が
、
最
愛
の
妻
・
紫
の
上
を
見
初
め
た
場
所
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
鎌
倉
初
期

に
こ
の
場
所
に
邸
宅
を
構
え
た
酉
園
寺
家
は
、
『
源
氏
物
語
』
　
の
聖
地
に
住
む

一
族
と
し
て
、
文
化
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
。
こ
の
こ

と
に
注
目
し
た
義
満
は
、
応
永
四
年
　
（
二
三
九
七
）
　
に
西
園
寺
家
の
屋
敷
を
買

収
し
、
『
源
氏
物
語
』
　
を
意
識
し
た
政
治
の
中
心
地
と
し
て
邸
第
を
建
設
し
た

の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
春
日
験
記
絵
」
　
の
発
願
者
は
西
園
寺
公

衡
で
あ
り
、
絵
巻
は
彼
が
没
す
る
ま
で
北
山
の
西
園
寺
家
の
文
庫
に
保
管
さ
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
春
日
験
記
絵
」
　
が
義
満
の
北
山
殿
で
の
絵
合
に
旧
品
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
絵
巻
が
も
と
も
と
あ
っ
た
北
山
と
い
う
場
所
に
　
「
戻
っ

て
き
た
」
　
こ
と
に
な
る
。
絵
合
に
参
加
し
た
公
家
や
大
名
た
ち
は
、
南
都
の
最

高
の
絵
巻
が
北
山
殿
に
出
現
し
た
こ
と
か
ら
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
感
じ
た
で

あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
巨
大
な
宗
教
勢
力
で
あ
る
南
都
を
義
満
が
支
配
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
『
源
氏
物
語
』
　
の
聖
地
で
あ
る
北
山
に
、

も
と
も
と
あ
っ
た
絵
巻
が
戻
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
術
品
が
、

宝
物
と
し
て
最
高
の
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
本
来
存
在
す
べ
き
場
所
に
あ
る
と

き
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
も
と
あ
っ
た
場
所
に
約
百
年
ぶ
り
に
戻
っ
て
き
た
こ

と
に
な
れ
ば
、
作
品
の
輝
き
は
さ
ら
に
増
す
。
義
満
は
美
術
品
と
そ
れ
を
鑑
賞

す
る
場
を
巧
み
に
演
出
し
、
『
源
氏
物
語
』
　
の
世
界
へ
と
参
加
者
を
導
い
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
春
日
験
記
絵
」
　
は
義
満
絵
合
の
最
も
重
要
な

出
品
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
の
点
。
義
満
絵
合
で
、
最
後
に
登
場
し
た
絵
巻
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

『
看
聞
日
記
』
　
嘉
吉
三
年
　
二
四
四
三
）
　
四
月
九
日
条
に
記
さ
れ
る
　
「
鹿
苑
院

殿
東
大
寺
受
戒
絵
」
　
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
　
の
絵
合
で
最
後
に
勝
敗
を
決
定

づ
け
た
の
は
、
光
源
氏
の
経
験
を
措
い
た
　
「
同
時
代
」
　
の
絵
巻
で
あ
っ
た
。
こ

の
物
語
を
忠
実
に
再
現
す
る
た
め
に
は
、
最
後
に
義
満
の
体
験
を
描
い
た
同
時
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代
の
絵
巻
が
出
品
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
応
永
二
年
二
三
九
五
）

九
月
、
義
満
は
東
大
寺
で
受
戒
し
た
。
こ
れ
は
世
俗
の
秩
序
か
ら
離
れ
て
、
あ

た
か
も
法
皇
と
同
じ
よ
う
に
白
山
に
権
力
を
ふ
る
う
た
め
で
あ
っ
た
。
京
都
か

ら
多
く
の
公
家
を
随
行
さ
せ
、
南
都
で
は
華
や
か
な
儀
式
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

そ
し
て
受
戒
の
後
、
義
満
は
春
日
社
に
も
参
詣
し
て
い
る
。
「
春
日
験
記
絵
」

の
完
成
か
ら
お
よ
そ
八
十
年
後
に
制
作
さ
れ
た
　
「
鹿
苑
院
殿
東
大
寺
受
戒
絵
」

は
、
過
去
の
名
品
と
同
じ
南
都
お
よ
び
春
日
社
を
舞
台
と
し
、
あ
た
か
も
そ
の

続
編
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
絵
合
と
い
う
イ
ベ
ン

ト
に
は
過
去
の
絵
巻
と
現
代
の
絵
巻
を
比
較
し
勝
敗
を
決
す
る
と
い
う
機
能
だ

け
で
は
な
く
、
過
去
と
現
代
の
美
や
権
力
を
ひ
と
つ
の
連
続
し
た
物
語
と
し
て

つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
も
大
き
な
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
の
点
。
こ
の
ほ
か
に
絵
合
に
出
品
さ
れ
た
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
史
料
は
遺
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
義
満
の
千
、
義
教
の
時
期
に
は
将
軍
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ

て
い
た
　
「
清
少
納
言
枕
双
子
絵
」
　
（
『
看
聞
日
記
』
　
永
享
十
年
十
二
月
三
日
条
）

は
、
絵
合
に
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
清
少
納
言
の
　
『
枕
草
子
』
　
は
、
紫

式
部
の
　
『
源
氏
物
語
』
　
と
並
ぶ
王
朝
女
流
文
学
の
最
高
傑
作
で
あ
る
。
『
源
氏

物
語
』
　
を
模
倣
し
た
義
満
の
絵
合
に
出
品
さ
れ
る
作
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
の
　
「
清
少
納
言
枕
双
子
絵
」
　
は
、
も
と
も
と
十
四
世
紀
の
皇
族
が
所
蔵
し
て

い
た
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
想
像
す
る
と
、
義
満
の
絵

合
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
絵
合
は
単
に
絵
の
出
来
栄
え

の
優
劣
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
新
興
の
足
利

将
軍
家
が
絵
巻
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
衰
退
し
て
い
く
皇
族

や
公
家
・
寺
社
か
ら
絵
巻
を
　
「
召
し
上
げ
る
　
（
奪
う
）
」
機
能
も
有
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
看
聞
日
記
』
　
の
記
主
、
貞
成
は
義
満
絵
合
で
は
じ
め
て
　
「
春
日
験
記
絵
」

を
披
見
し
た
と
思
わ
れ
る
。
他
の
絵
合
参
加
者
も
そ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
絵

合
と
い
う
最
高
の
舞
台
で
、
し
か
も
口
甲
高
の
古
典
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
た

「
春
日
験
記
絵
」
　
の
精
妙
に
し
て
典
雅
な
画
面
、
そ
し
て
高
階
隆
兼
の
名
は
、

義
満
絵
合
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
貴
顕
の
脳
裏
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
に

違
い
な
い
。
こ
の
後
、
「
春
日
験
記
絵
」
、
そ
し
て
も
う
一
つ
の
隆
兼
の
大
作

「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
は
し
ば
し
ば
南
都
か
ら
京
都
に
運
ば
れ
、
皇
族
・
公
家
や
将

軍
家
の
閲
覧
に
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
義
満
の
絵
合
は
、
室
町
時

代
に
お
け
る
隆
兼
伝
説
の
起
点
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
．
萩
原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
継
承
と
高
階
隆
兼
作
品

「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
「
春
日
験
記
絵
」
を
所
蔵
す
る
南
都
興
福
寺
・
春
日
社
と
な

ら
ぶ
、
も
う
ひ
と
つ
の
高
階
隆
兼
作
品
の
宝
庫
が
　
「
萩
原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

で
あ
る
。
前
掲
の
　
『
看
聞
日
記
』
　
永
享
十
年
　
（
∵
四
三
八
）
　
二
月
二
十
七
日
条

に
は
、
「
抑
鳴
滝
殿
御
絵
春
日
御
縁
起
中
書
一
合
即
倍
給
、
拝
見
殊
勝
也
、
件

御
絵
萩
原
殿
御
物
也
、
往
昔
伏
見
殿
暫
預
申
、
再
会
不
思
儀
也
、
此
絵
正
本
春

日
社
被
奉
納
、
（
中
略
）
　
其
中
書
也
、
湖
北
刊
萩
原
殿
御
相
伝
欺
、
彷
鳴
滝
殿
被
預

中
也
、
」
と
あ
り
、
「
春
日
験
記
絵
」
中
書
本
の
伝
来
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
を

も

J

 

I

b

V

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
田
英
松
氏
に
よ
る
整
理
を
参
照
し
っ
つ
、
伝
来
の

経
路
を
た
ど
る
と
下
記
の
よ
う
に
な
る
。
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（
系
図
）
　
持
明
院
統
・
北
朝
略
系
図

殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
継
承
者
）

（
数
字
は
皇
位
継
承
順
、
傍
線
は
萩
原

「

後
嵯
峨

八
九
一
持
明
院
紋
」
　
几

後
採
草
1
伏
見

九
√
｛
大
儀
存
続
）

亀
山
1
（
略
）

北
射光

厳

北
覿
∴

光
明

北
斬
∴
　
　
　
　
（
伏
見
筈
）

栄
光
－
筒
口
楓
丑

治
仁
王
－
智
観
尼
（
鳴
滝
殿
）

貞
成
親
王
－
後
花
園

花
園
（
萩
原
院
）

後
光
厳
－
後
円
融
－
後
小
松
－
称
光

風
q
矧
丑
（
萩
原
殿
）
1
君
叫
（
鳴
滝
殿
）

㌃
子
内
親
王

萩
原
殿
と
は
、
萩
原
院
と
も
称
さ
れ
る
花
園
上
皇
（
二
一
九
七
～
一
三
四
八
）

の
子
と
さ
れ
る
直
仁
親
王
　
（
一
三
三
五
～
九
八
）
　
を
指
す
。
花
園
は
絵
画
に
関

し
て
尋
常
な
ら
ざ
る
情
熱
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
直
仁
は
実
は
光

厳
院
の
奉
で
あ
り
、
貞
和
四
年
（
三
四
八
）
、
崇
光
天
皇
の
皇
太
弟
と
さ
れ

る
が
、
観
応
二
年
　
（
二
二
五
一
）
、
南
朝
に
よ
っ
て
光
厳
・
光
明
・
崇
光
の
三

上
皇
と
と
も
に
南
朝
に
拘
致
さ
れ
廃
太
子
と
な
る
。
花
園
院
が
没
す
る
と
、
直

仁
は
院
の
遺
領
や
御
所
の
う
ち
室
町
院
　
（
後
堀
河
院
の
女
）
　
領
の
一
部
と
萩
原

御
所
を
相
続
し
て
い
る
。
萩
原
御
所
に
所
在
し
た
絵
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
直

仁
へ
と
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
皇
子
の
な
か
っ
た
直
仁
が
応
永
五

年
　
（
一
三
九
八
）
　
五
月
十
四
日
没
す
る
と
、
そ
の
遺
跡
は
光
厳
院
の
置
文
に
従

っ
て
　
「
宗
領
」
　
（
北
朝
の
嫡
流
）
　
で
あ
る
栄
仁
親
王
が
相
続
し
た
。
同
年
八
月

十
三
日
に
は
、
伏
見
御
所
を
山
荘
と
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
足
利
義
満
の
命
に

ょ
り
、
栄
仁
は
萩
原
御
所
へ
と
移
住
し
て
い
る
　
（
結
局
、
義
満
の
伏
見
山
荘
計

画
は
頓
挫
し
、
栄
仁
は
翌
年
十
二
月
に
伏
見
還
監
√
栄
仁
の
子
、
貞
成
が
萩

原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
絵
巻
、
特
に
「
春
日
験
記
絵
」
中
書
を
見
た
の
は
こ
の

頃
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
和
田
氏
に
よ
れ
ば
、
萩
原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
応

永
二
十
三
年
　
（
一
四
一
六
）
　
に
栄
仁
が
没
し
た
後
、
直
仁
親
王
の
女
鳴
滝
殿

（
仁
和
寺
十
地
院
）
　
に
返
却
さ
れ
、
彼
女
の
喝
食
と
し
て
鳴
滝
殿
に
入
っ
た
智

観
尼
が
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
。
貞
成
・
後
花
園
天
皇
父
子
に
し
ば
し
ば
絵
巻

を
貸
し
出
し
た
鳴
滝
殿
と
は
、
貞
成
の
姪
に
あ
た
る
智
観
尼
を
指
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
萩
原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
絵
巻
の
継
承
を
見
た
と
き
、

持
明
院
統
・
北
朝
の
な
か
で
、
崇
光
院
流
・
伏
見
宮
家
が
　
「
宗
領
」
　
（
嫡
流
）

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
重
要
な
材
料
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
、
伏
見
宮
家
が
継
承
し
て
い
た
室
町
院
領
の
荘
園
や
、
大
量
の
典
籍
、

楽
器
な
ど
と
同
様
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
三
上
皇
お

よ
び
皇
太
弟
直
仁
の
拉
致
と
い
う
非
常
事
態
に
よ
っ
て
即
位
し
た
後
光
厳
天
皇

に
連
な
る
「
傍
流
」
が
皇
位
を
継
承
し
て
い
く
な
か
で
、
不
遇
を
か
こ
っ
て
い

た
伏
見
宮
家
の
正
統
性
を
証
明
す
る
も
の
、
そ
し
て
後
花
園
天
皇
の
即
位
に
よ

っ
て
崇
光
院
流
が
復
活
す
る
こ
と
の
必
然
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
萩
原
殿
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
絵
巻
は
位
置
づ
け
ら
れ
聖

貞
成
が
　
「
春
日
験
記
絵
」
中
書
に
再
会
し
た
翌
年
、
『
看
聞
日
記
』
　
永
享
十

一
年
（
一
四
三
九
）
十
一
月
十
三
日
条
に
は
「
鳴
滝
殿
御
絵
瑚
魂
瀧
巻
物
六
七
巻

給
、
う
い
の
せ
う
絵
上
下
巻
、
香
助
絵
二
巻
先
度
給
了
錐
璃
篭
萩
原
殿
御
絵
共

也
、
名
筆
之
間
中
預
了
、
」
と
あ
っ
て
、
ふ
た
た
び
萩
原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

高
階
隆
兼
作
品
を
披
見
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
強
力
女
絵
」
「
う
い
の

せ
う
絵
」
　
「
香
助
絵
」
　
は
、
い
ず
れ
も
主
題
不
明
で
あ
る
が
、
著
名
な
物
語
や

大
寺
社
の
縁
起
で
は
な
く
、
花
園
院
の
個
人
的
趣
向
を
反
映
し
た
作
例
で
あ
っ

6



た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
隆
兼
は
「
春
日
験
記
絵
」
以
外
の
作
例
に
お
い
て

も
、
そ
の
画
技
を
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
隆
兼
作
品
の
宝
庫
で
あ
る
萩
原
殿
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
が
、
伏
見
宮
家
と
と
も
に
歴
史
の
表
舞
台
に
再
び
出
現
し
た
の
が
永

享
期
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
隆
兼
の
名
声
を
浮
上
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
．
「
玄
莫
三
蔵
絵
」
の
絵
師
問
題

「
春
日
験
記
絵
」
と
な
ら
ぶ
隆
兼
の
大
作
「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
の
室
町
期
に
お

、
5

け
る
伝
来
に
つ
い
て
は
、
谷
信
一
氏
が
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
『
看
聞
日
記
』

『
実
隆
公
記
』
な
ど
の
史
料
か
ら
関
係
記
事
を
拾
い
、
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）

か
ら
大
永
五
年
二
五
二
五
）
ま
で
の
九
十
三
年
間
に
二
十
七
回
の
閲
覧
に
供

さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
同
絵
巻
を
所
蔵
し
て
い
た

大
乗
院
尋
尊
の
日
記
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
　
に
は
貸
し
出
し
の
記
事
が
頻
出

す
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
康
止
三
年
　
二
四
五
七
）
　
三
月
十
二
日
条
で
、

「
玄
突
三
蔵
絵
披
見
了
、
（
中
略
）
此
絵
書
手
事
戎
住
吉
法
眼
戎
大
タ
ク
マ
ノ
法

眼
云
々
、
両
説
ナ
リ
、
去
享
徳
年
中
依
勅
定
此
絵
大
内
二
進
上
了
、
主
上
橘
以

量
ヲ
被
召
被
仰
云
、
此
絵
十
二
巻
之
内
上
六
巻
下
筆
師
相
替
了
、
可
拝
見
之
由

被
仰
出
、
誠
令
相
違
云
々
、
是
希
代
ノ
仰
也
、
然
者
彼
絵
所
両
人
シ
テ
書
之
欺
、
」

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
の
絵
師
と
し
て
「
住
吉
法
眼
」
と

「
大
タ
ク
マ
ノ
法
眼
」
　
の
二
説
が
存
在
す
る
こ
と
、
享
徳
年
間
（
一
四
五
二
～

五
五
）
　
に
「
玄
琴
二
蔵
絵
」
を
披
見
し
た
後
花
園
天
皇
が
、
十
二
巻
の
う
ち
前

半
六
巻
と
後
半
六
巻
の
筆
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
廷
臣
で
絵
師
で
も
あ
っ

た
橘
以
量
も
こ
の
説
を
肯
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
整
合

性
を
も
た
せ
る
た
め
に
尋
尊
は
、
二
人
の
絵
師
が
合
作
し
た
と
推
定
す
る
の
で

あ
る
。そ

れ
か
ら
約
三
十
年
を
経
て
、
「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
の
絵
師
に
つ
い
て
異
な
る

見
解
が
示
さ
れ
る
。
『
実
隆
公
記
』
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
　
八
月
十
三
日
条

に
は
、
「
玄
突
三
蔵
絵
絹
詔
舶
択
錯
碩
‰
紬
順
紬
帥
誹
門
詔
仙
彗
可
令
拝
見
之
由
勅
定
、

詞
読
申
之
、
飢
離
禦
㌔
暫
於
御
前
種
々
御
言
談
、
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
明

確
に
高
階
隆
兼
筆
者
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
連
の
記
事
を
紹
介
し
た
谷
氏

は
、
ま
ず
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
と
『
実
隆
公
記
』
　
の
「
玄
芙
三
蔵
絵
」
が

い
ず
れ
も
十
二
巻
構
成
で
同
一
本
を
指
す
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
両
説
の
矛
盾

を
指
摘
し
、
尋
尊
の
鑑
定
が
興
福
寺
の
「
法
流
の
問
題
に
絡
ん
で
発
し
た
所
伝
」

と
の
推
測
を
す
る
。
な
お
、
尋
尊
の
記
述
を
め
ぐ
つ
て
は
現
存
藤
田
美
術
館
本

「
玄
突
三
蔵
絵
」
　
の
先
行
本
を
想
定
す
る
見
方
な
ど
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

三
条
西
実
隆
の
周
辺
に
お
い
て
藤
田
本
が
隆
兼
筆
で
あ
る
と
い
う
正
確
な
鑑
定

が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

7

お
わ
り
に
－
高
階
隆
兼
と
土
佐
光
信

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
土
佐
光
信
は
実
隆
に
対
し
神
業
を
も
つ
絵
師
隆
兼

に
つ
い
て
語
っ
た
。
こ
う
し
た
絵
師
の
伝
説
と
深
く
関
連
す
る
の
が
、
絵
の
鑑

定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
世
の
や
ま
と
絵
師
の
活
動
に
関
す
る
記
録
は
決
し

て
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
な
か
で
も
彼
ら
が
古
画
の
鑑
定
に
関
与
し
た
こ
と

を
示
す
史
料
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
光
信
は
何
度
か
絵

の
鑑
定
を
行
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
『
大
乗
院
寺
社
雑
事

記
』
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
四
月
二
十
一
日
条
に
は
、
光
信
が
「
金
岡
筆
」



と
奥
書
に
記
し
た
絵
巻
の
存
在
が
記
録
さ
れ
、
『
宣
胤
卿
記
』
　
永
正
十
四
年

（
一
四
一
七
）
　
十
一
月
二
十
七
日
条
に
は
、
光
信
が
中
御
門
宣
胤
の
入
手
し
た

「
中
殿
御
会
図
屏
風
」
　
の
絵
を
　
「
先
祖
光
行
　
（
行
先
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
）
」

筆
と
述
べ
た
、
と
あ
る
。
断
片
的
な
記
録
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
光
信
が
古
今
の

や
ま
と
絵
の
鑑
定
に
つ
い
て
も
権
威
あ
る
立
場
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
応
仁
・
文
明
の
乱
を
経
て
、
多
く
の
絵
が
失

わ
れ
そ
の
復
興
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
土
佐
派
は
光
信
の
春
日
絵
所
へ
と
一
本
化

さ
れ
た
こ
と
、
同
朋
衆
ら
に
よ
る
舶
来
絵
画
の
鑑
定
の
伝
統
が
や
ま
と
絵
に

も
流
入
し
た
こ
と
、
な
ど
が
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
後
の
狩
野
派

の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
鑑
定
に
よ
る
自
派
の
権
威
付
け
を
絵
画
制
作
と

一
体
化
さ
せ
て
い
く
近
世
画
壇
の
淵
源
が
、
光
信
の
活
動
か
ら
は
感
じ
ら
れ

る
。光

信
と
実
隆
が
降
兼
に
つ
い
て
談
じ
た
文
亀
元
年
　
（
一
五
〇
一
）
、
「
北
野
天

神
縁
起
絵
巻
」
　
（
文
亀
本
、
北
野
天
満
宮
蔵
）
　
の
制
作
が
進
行
し
て
い
た
。
詞

書
の
清
書
を
実
隆
が
、
絵
を
光
信
が
担
当
し
て
お
り
、
絵
の
　
「
墨
書
」
　
（
下
描

き
の
一
種
か
）
　
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
段
階
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
絵
巻
の
下
絵

に
関
す
る
談
義
が
盛
り
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
春
日
験
記
絵
」
　
の
下
絵
の
話

題
と
な
り
、
そ
し
て
隆
兼
の
伝
説
が
光
信
に
よ
っ
て
披
露
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

光
信
は
、
自
ら
も
隆
兼
と
同
様
に
、
あ
る
種
の
霊
感
に
基
づ
い
て
絵
画
制
作
を

行
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
聖
お
よ

そ
二
百
年
の
時
を
経
て
、
同
じ
絵
所
預
を
務
め
る
絵
師
と
し
て
自
ら
と
隆
兼
を

重
ね
合
わ
せ
る
。
隆
兼
の
伝
説
は
光
信
と
い
う
近
世
的
絵
師
の
出
現
に
よ
っ
て
、

さ
ら
な
る
流
布
へ
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
1
）
　
加
藤
悦
子
「
『
春
日
権
現
験
記
絵
巻
』
研
究
」
　
（
『
美
術
史
』
一
三
〇
、
一
九
九
一
年
）
。

（
2
）
　
宮
島
新
一
『
宮
廷
画
壇
史
の
研
究
』
　
（
至
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
。

（
3
）
　
和
田
英
松
「
春
日
権
現
験
記
に
つ
い
て
」
　
（
『
国
華
』
　
三
二
八
、
一
九
一
七
年
）
。

（
4
）
　
末
柄
豊
「
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
　
の
奉
納
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
　
六
九
五
、
二
〇

〇
六
年
）
。
同
絵
巻
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
高
岸
輝
「
『
春
日
権
現
験
記
絵
巻
』
　
の
絵

と
詞
書
」
　
（
『
イ
メ
ー
ジ
と
テ
キ
ス
ト
』
、
ブ
リ
ユ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
七
年
）
　
参
照
。

（
5
）
　
和
田
英
松
「
絵
合
に
就
い
て
」
　
（
『
国
華
』
　
四
四
七
・
四
四
九
、
一
九
二
八
年
）
、
高
岸
輝

「
足
利
義
満
の
造
形
イ
メ
ー
ジ
戦
略
－
肖
像
と
絵
合
－
」
　
（
『
Z
E
A
M
I
』
　
四
、
二
〇
〇

七
年
刊
行
予
定
）
。

（
6
）
　
兵
藤
裕
己
　
『
平
家
物
語
の
歴
史
と
芸
能
』
　
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
桜
井
英
治

『
室
町
人
の
精
神
』
　
（
『
日
本
の
歴
史
』
　
二
一
、
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
、
三
田
村
雅
子

「
足
利
義
満
の
青
海
波
－
中
世
　
『
源
氏
物
語
』
　
の
　
（
領
域
）
1
」
　
（
『
物
語
研
究
』
　
二
　
二

〇
〇
一
年
）
。

（
7
）
　
永
島
福
太
郎
「
足
利
将
軍
家
の
南
都
巡
礼
」
　
（
『
大
和
文
化
研
究
』
一
〇
二
一
、
一
九
六

五
年
）
。

（
8
）
　
今
西
祐
一
郎
「
若
紫
巻
の
背
景
1
『
源
氏
の
中
将
わ
ら
は
や
み
ま
じ
な
ひ
給
ひ
し
北
山
』

岳
」
　
（
『
国
語
国
文
』
　
五
三
・
五
、
一
九
八
四
年
）
。

（
9
）
隆
兼
作
例
の
流
布
を
考
え
る
上
で
、
萩
原
殿
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
「
春
日
験
記
絵
」
中
書
は
、

あ
る
意
味
で
正
本
よ
り
も
重
要
か
も
し
れ
な
い
。
絵
巻
で
は
稀
な
絹
本
作
例
で
あ
る
　
「
春

日
験
記
絵
」
は
、
そ
の
完
成
度
の
高
さ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彩
色
ま
で
を
も
伴
っ
た
中
書

が
存
在
し
た
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
春
日
験
記
絵
」
附
属
目
録
は
紙
本

に
記
さ
れ
縦
三
十
三
・
七
糎
、
そ
れ
に
対
し
て
絵
巻
本
体
は
絹
本
着
色
で
縦
四
十
一
糎
前

後
で
あ
り
、
末
柄
氏
は
こ
れ
ら
が
一
具
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
見
る
必
要
は
な
い
、

と
説
く
。
下
書
・
中
書
・
完
成
作
と
い
う
三
段
階
を
踏
み
、
か
つ
前
二
者
　
（
こ
れ
ら
は
紙

本
と
考
え
て
よ
い
）
　
が
伝
来
し
て
い
た
状
況
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
現
在
の
附
属
目
録
は

萩
原
殿
に
伝
え
ら
れ
た
中
書
本
に
附
属
し
て
い
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
義
満
絵
合
に
お
い
て
中
書
本
と
完
成
作
の
両
者
が
展
観
さ
れ
、
完
成
作
返
却
の

8



際
に
こ
ち
ら
に
附
属
せ
し
め
た
こ
と
も
考
え
う
る
。
少
な
く
と
も
、
『
看
聞
日
記
』
の
記

事
を
見
る
限
り
、
義
満
絵
合
に
際
し
て
「
春
日
験
記
絵
」
の
絵
師
な
ど
に
関
す
る
詳
し
い

情
報
が
示
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

（
1
0
）
和
田
英
松
氏
前
掲
註
3
論
文
。

（
11）
岩
橋
小
弥
太
『
花
園
天
皇
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
。

（
誓
康
永
二
年
四
月
十
三
日
光
厳
上
皇
置
文
（
熊
谷
直
之
氏
所
蔵
文
書
）
に
よ
る
。
村
田
正
志

『
村
田
正
志
著
作
集
』
七
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
）
、
小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
誓
横
井
清
『
室
町
時
代
一
皇
族
の
生
涯
』
（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
1
4
〓
化
園
院
自
身
が
描
い
た
絵
も
萩
原
殿
か
ら
伏
見
宮
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
看
聞
日
記
』

応
永
二
十
五
年
二
四
一
八
）
六
月
▲
一
「
七
日
条
に
は
、
「
常
御
所
与
麻
柏
倉
中
柱
撤
之
、

立
三
枚
障
子
、
此
障
子
者
萩
原
殿
御
障
子
也
、
絵
花
園
院
辰
筆
、
又
裏
辻
忠
季
卿
等
相
交
、

色
紙
形
詩
青
蓮
院
尊
円
法
親
王
御
筆
、
披
見
重
宝
秘
蔵
之
障
子
也
、
騨
憫
篭
但
破
損
了
可

修
理
者
也
、
」
と
あ
る
。

（
ほ
）
谷
信
一
「
玄
琴
一
一
歳
絵
と
春
日
霊
験
記
の
伝
来
考
」
（
『
国
華
』
五
五
二
、
一
■
九
三
六
年
）
。

（
16
）
谷
信
一
氏
は
前
掲
註
1
5
論
文
に
お
い
て
、
前
者
は
住
吉
慶
恩
、
後
者
は
宅
磨
勝
賀
を
指
す

と
す
る
。

（
崇
高
岸
輝
書
町
王
権
と
絵
画
L
初
期
土
佐
派
研
究
1
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇

〇
四
年
）
。

（
18
）
光
信
周
辺
で
の
隆
兼
伝
説
は
、
十
の
土
佐
光
茂
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
光
信
は
、
水
彩
を

思
わ
せ
る
澄
明
さ
と
軽
快
さ
を
身
上
と
す
る
新
た
な
や
ま
と
絵
を
創
出
し
た
が
、
光
茂
は

再
び
濃
厚
華
麗
な
古
典
的
や
ま
と
絵
へ
と
回
帰
し
て
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
光
茂

様
式
の
根
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
隆
兼
様
式
で
あ
る
が
、
そ
の
受
容

の
背
景
に
は
、
光
信
周
辺
に
お
け
る
隆
兼
の
称
揚
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

高
岸
　
輝
　
（
た
か
ざ
し
・
あ
き
ら
）

二
〇
〇
〇
年
　
東
京
蛮
術
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
、
博
士
　
（
美
術
）
。

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
、
大
和
文
華
館
学
芸
部
員
、
神
戸
大
学
客
員
助
教
授
を

経
て
、
現
在
、
東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値
シ
ス
テ
ム
専
攻
助
教

授
。
日
本
中
世
絵
画
史
専
攻
。

9

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
度
科
学
研
究
費
（
若
手
研
究
B
、
課
題
番
号
一
八
七
二
〇
〇
二

五
）
「
中
世
王
権
と
絵
所
預
の
絵
巻
制
作
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


